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三菱原子燃料(株) 

三菱原子燃料㈱ 原子力事業者防災業務計画の読替処置に係る新旧対照表                             H28.3.7 

読替処置前 読替処置後 

別図第 2 「原子力災害対策特別措置法第 10 条第 1 項に基づく通報経路」（１／２） 

（1）事業所内での事象発生時の通報経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：原子力災害対策特別措置法第 10 条第 1 項に基づく通報先 
：電話によるファクシミリ着信の確認 
：ファクシミリによる送信 
：電話による連絡 

 

別図第 2 「原子力災害対策特別措置法第 10 条第 1 項に基づく通報経路」（１／２） 

（1）事業所内での事象発生時の通報経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：原子力災害対策特別措置法第 10 条第 1 項に基づく通報先 
：電話によるファクシミリ着信の確認 
：ファクシミリによる送信 
：電話による連絡 

 

  

 

内閣官房 内閣情報調査室 内閣情報集約センター  

内閣官房 内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当）付  

原子力規制庁 東海・大洗原子力規制事務所  

原子力規制委員会 原子力規制庁  ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ内防災専門官事務室  

原子力規制委員会 原子力規制庁 安全規制管理官付  

 

経済産業省 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁 原子力立地・核燃料ｻｲｸﾙ産業課  

国土交通省 大臣官房参事官（運輸安全防災）付  

消防庁 予防課特殊災害室  

茨城海上保安部   警備救難課  

茨城県 生活環境部 防災・危機管理局 防災・危機管理課  

茨城県警察本部 警備課  

水戸労働基準監督署  

東海村 村民生活部 防災原子力安全課  

ひたちなか・東海広域事務組合 消防本部  

那珂市 市民生活部 防災課  

那珂市 消防本部 通信司令室  

ニュークリア・デベロップメント㈱  

 

三菱マテリアル㈱ｴﾈﾙｷﾞｰ事業ｾﾝﾀｰ 那珂ｴﾈﾙｷﾞｰ開発研究所  

 

東海NOAH事務局  

 

原子力緊急時支援・研修センター  

城里町 総務課  

常陸大宮市 安全まちづくり推進課  

 

常陸太田市 防災対策課  

水戸市 地域安全課  

日立市 消防本部  

日立市 生活安全課  

ひたちなか西警察署 警備課  

ひたちなか市 生活安全課  

 

㈱グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン  

 

原子燃料工業株式会社  

 

那珂警察署 警備係  

 

17:45～ 9:30、土曜日、日曜日、祝祭日  

文部科学省 非常災害対策センター  

内閣府 政策統括官（原子力防災担当）付参事官（総括担当）付  

18:15～ 9:30、土曜日、日曜日、祝祭日は宿日直室  

事象発見者 

原子力 

防災管理者 

原子力規制委員会  原子力規制庁  原子力災害対策･核物質防護課  

茨城県 生活環境部 防災・危機管理局 原子力安全対策課  

18:15～ 9:30、土曜日、日曜日、祝祭日は宿日直室  

経済産業省 関東経済産業局 総務企画部総務課  

内閣府 原子力災害対策担当室  

 

内閣官房 内閣情報調査室 内閣情報集約センター  

内閣官房 内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当）付  

原子力規制庁 東海・大洗原子力規制事務所  

原子力規制委員会 原子力規制庁  ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ内防災専門官事務室  

原子力規制委員会 原子力規制庁 安全規制管理官付  

 

経済産業省 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁 原子力立地・核燃料ｻｲｸﾙ産業課  

国土交通省 大臣官房参事官（運輸安全防災）付  

消防庁 予防課特殊災害室  

茨城海上保安部   警備救難課  

茨城県 生活環境部 防災・危機管理局 防災・危機管理課  

茨城県警察本部 警備課  

水戸労働基準監督署  

東海村 村民生活部 防災原子力安全課  

ひたちなか・東海広域事務組合 消防本部  

那珂市 市民生活部 防災課  

那珂市 消防本部 通信司令室  

ニュークリア・デベロップメント㈱  

 

三菱マテリアル㈱ｴﾈﾙｷﾞｰ事業ｾﾝﾀｰ 那珂ｴﾈﾙｷﾞｰ開発研究所  

 

東海NOAH事務局  

 

原子力緊急時支援・研修センター  

城里町 総務課  

常陸大宮市 安全まちづくり推進課  

 

常陸太田市 防災対策課  

水戸市 地域安全課  

日立市 消防本部  

日立市 生活安全課  

ひたちなか西警察署 警備課  

ひたちなか市 生活安全課  

 

㈱グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン  

 

原子燃料工業株式会社  

 

那珂警察署 警備係  

 

17:45～ 9:30、土曜日、日曜日、祝祭日  

文部科学省 非常災害対策センター  

内閣府 政策統括官（原子力防災担当）付参事官（総括担当）付  
18:15～ 9:30、土曜日、日曜日、祝祭日は宿日直室  

事象発見者 

原子力 

防災管理者 

原子力規制委員会  原子力規制庁  原子力災害対策･核物質防護課  

茨城県 生活環境部 防災・危機管理局 原子力安全対策課  

18:15～ 9:30、土曜日、日曜日、祝祭日は宿日直室  

経済産業省 関東経済産業局 総務企画部総務課  

内閣府 原子力災害対策担当室  

原子力規制委員会 原子力規制庁  ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ内  茨城地方放射線
モニタリング対策官事務室  
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三菱原子燃料(株) 

三菱原子燃料㈱ 原子力事業者防災業務計画の読替処置に係る新旧対照表                             H28.3.7 

読替処置前 読替処置後 

別図第 2 「原子力災害対策特別措置法第 10 条第 1 項に基づく通報経路」（２／２） 

（2）事業所外運搬での事象発生時の通報経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：原子力災害対策特別措置法第 10 条第 1 項に基づく通報先 
：電話によるファクシミリ着信の確認 
：ファクシミリによる送信 
：電話による連絡 

 

別図第 2 「原子力災害対策特別措置法第 10 条第 1 項に基づく通報経路」（２／２） 

（2）事業所外運搬での事象発生時の通報経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：原子力災害対策特別措置法第 10 条第 1 項に基づく通報先 
：電話によるファクシミリ着信の確認 
：ファクシミリによる送信 
：電話による連絡 

 

  

 

内閣官房 内閣情報調査室 内閣情報集約センター  

内閣官房 内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当）付  

経済産業省 関東経済産業局 総務企画部 総務課  

 

原子力規制庁 東海・大洗原子力規制事務所  

原子力規制委員会 原子力規制庁  ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ内防災専門官事務室  

 

原子力規制委員会 原子力規制庁 安全規制管理官付  

 

経済産業省 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁 原子力立地・核燃料ｻｲｸﾙ産業課  

 

国土交通省 大臣官房参事官（運輸安全防災）  

国土交通省 自動車局 環境政策課（陸上輸送時）  

国土交通省 海事局 検査測度課（海上輸送時）  

茨城海上保安部   警備救難課  

事象発生場所を管轄する都道府県知事  
 
事象発生場所を管轄する都道府県警察本部  

事象発生場所を管轄する労働基準監督署  

事象発生場所を管轄する市町村長  

事象発生場所を管轄する消防署  

事象発生場所を管轄する警察署  

原子力緊急支援時・研修センター  

㈱グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン  

原子燃料工業株式会社  

三菱マテリアル㈱ｴﾈﾙｷﾞｰ事業ｾﾝﾀｰ 那珂ｴﾈﾙｷﾞｰ開発研究所  

事象発生場所を管轄する海上保安部  

原子力規制委員会  原子力規制庁  原子力災害対策･核物質防護課  

課  

内閣府 政策統括官（原子力防災担当）付参事官（総括担当）付  

18:15～ 9:30、土曜日、日曜日、祝祭日は宿日直室  

ニュークリア・デベロップメント㈱  

 

文部科学省  茨城原子力安全管理事務所  

輸送本部員 

原子力 

防災管理者 

事業所外 

運搬責任者 

17:45～ 9:30、土曜日、日曜日、祝祭日  

文部科学省 非常災害対策センター  

内閣府 原子力災害対策担当室  

 

 

内閣官房 内閣情報調査室 内閣情報集約センター  

内閣官房 内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当）付  

経済産業省 関東経済産業局 総務企画部 総務課  
 

原子力規制庁 東海・大洗原子力規制事務所  

原子力規制委員会 原子力規制庁  ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ内防災専門官事務室  
 

原子力規制委員会 原子力規制庁 安全規制管理官付  
 

経済産業省 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁 原子力立地・核燃料ｻｲｸﾙ産業課  
 

国土交通省 大臣官房参事官（運輸安全防災）  

国土交通省 自動車局 環境政策課（陸上輸送時）  

国土交通省 海事局 検査測度課（海上輸送時）  

茨城海上保安部   警備救難課  

事象発生場所を管轄する都道府県知事  
 
事象発生場所を管轄する都道府県警察本部  

事象発生場所を管轄する労働基準監督署  

事象発生場所を管轄する市町村長  

事象発生場所を管轄する消防署  

事象発生場所を管轄する警察署  

原子力緊急支援時・研修センター  

㈱グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン  

原子燃料工業株式会社  

三菱マテリアル㈱ｴﾈﾙｷﾞｰ事業ｾﾝﾀｰ 那珂ｴﾈﾙｷﾞｰ開発研究所  

事象発生場所を管轄する海上保安部  

原子力規制委員会  原子力規制庁  原子力災害対策･核物質防護課  
課  

内閣府 政策統括官（原子力防災担当）付参事官（総括担当）付  

18:15～ 9:30、土曜日、日曜日、祝祭日は宿日直室  

ニュークリア・デベロップメント㈱  
 

文部科学省  茨城原子力安全管理事務所  

輸送本部員 

原子力 

防災管理者 

事業所外 

運搬責任者 

17:45～ 9:30、土曜日、日曜日、祝祭日  

文部科学省 非常災害対策センター  

内閣府 原子力災害対策担当室  
 

原子力規制委員会 原子力規制庁  ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ内  茨城地方放射線
モニタリング対策官事務室  
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三菱原子燃料(株) 

三菱原子燃料㈱ 原子力事業者防災業務計画の読替処置に係る新旧対照表                             H28.3.7 

読替処置前 読替処置後 

別図第 3 「原子力災害対策特別措置法第 10 条第 1 項の通報後の連絡経路」（１／２） 

（1）事業所内での事象発生時の通報経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：原子力災害対策特別措置法第 25 条第 2 項に基づく応急措置の通報先 
：ファクシミリによる送信 
：電話による連絡 

＊  ：災害対策本部等が設置されている場合に限る 

 

 

別図第 3 「原子力災害対策特別措置法第 10 条第 1 項の通報後の連絡経路」（１／２） 

（1）事業所内での事象発生時の通報経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：原子力災害対策特別措置法第 25 条第 2 項に基づく応急措置の通報先 
：ファクシミリによる送信 
：電話による連絡 

＊  ：災害対策本部等が設置されている場合に限る 

 

  

 

内閣官房 内閣情報調査室 内閣情報集約センター  

内閣官房 内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当）付  

文部科学省 原子力災害警戒（対策）本部  

原子力規制庁 東海・大洗原子力規制事務所  

 

原子力規制委員会 原子力規制庁  ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ内防災専門官事務室  

 

経済産業省 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁 原子力立地・核燃料ｻｲｸﾙ産業課  

 

国土交通省 大臣官房参事官（運輸安全防災）付  

茨城海上保安部   警備救難課  

茨城県 生活環境部 防災・危機管理局 防災・危機管理課  

茨城県警察本部 警備課  

水戸労働基準監督署  

東海村 村民生活部 防災原子力安全課  
 

ひたちなか・東海広域事務組合 消防本部  

ひたちなか西警察署 東海地区交番  

那珂市 市民生活部 防災課  

那珂市 消防本部 通信司令室 

那珂警察署 警備係  

㈱グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン  

原子燃料工業株式会社  

東海NOAH事務局  

原子力緊急時支援・研修センター  

城里町 総務課  

 

常陸大宮市 安全まちづくり推進課  

常陸太田市 防災対策課  

水戸市 地域安全課  

日立市 消防本部  

日立市 生活安全課  

ひたちなか西警察署 警備課  

三菱マテリアル㈱ｴﾈﾙｷﾞｰ事業ｾﾝﾀｰ 那珂ｴﾈﾙｷﾞｰ開発研究所  

ひたちなか市 生活安全課  

茨城県 生活環境部 防災・危機管理局 原子力安全対策課  

原子力規制委員会 原子力規制庁 原子力災害警戒本部  

 原子力規制委員会 原子力規制庁 原子力災害対策本部 * 

 

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀ （ー現地事故対策連絡会議又は原子力災害合同対策会議）* 

茨城県災害対策本部 * 

東海村原子力災害対策本部 * 

那珂市原子力災害対策本部 * 

原子力規制委員会  原子力規制庁  原子力災害対策･核物質防護課  

 

内閣府 政策統括官（原子力防災担当）付参事官（総括担当）付  
18:15～ 9:30、土曜日、日曜日、祝祭日は宿日直室  

ニュークリア・デベロップメント㈱  

 

消防庁 予防課特殊災害室  

18:15～ 9:30、土曜日、日曜日、祝祭日は宿日直室  

事業所対策本部 

連絡責任者 

17:45～ 9:30、土曜日、日曜日、祝祭日  

文部科学省 非常災害対策センター  

経済産業省 関東経済産業局 総務企画部 総務課  

 

内閣府 原子力災害対策担当室  

 

 

内閣官房 内閣情報調査室 内閣情報集約センター  

内閣官房 内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当）付  

文部科学省 原子力災害警戒（対策）本部  

原子力規制庁 東海・大洗原子力規制事務所  

 

原子力規制委員会 原子力規制庁  ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ内防災専門官事務室  

 

経済産業省 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁 原子力立地・核燃料ｻｲｸﾙ産業課  

 

国土交通省 大臣官房参事官（運輸安全防災）付  

茨城海上保安部   警備救難課  

茨城県 生活環境部 防災・危機管理局 防災・危機管理課  

茨城県警察本部 警備課  

水戸労働基準監督署  

東海村 村民生活部 防災原子力安全課  
 

ひたちなか・東海広域事務組合 消防本部  

ひたちなか西警察署 東海地区交番  

那珂市 市民生活部 防災課  

那珂市 消防本部 通信司令室 

那珂警察署 警備係  

㈱グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン  

原子燃料工業株式会社  

東海NOAH事務局  

原子力緊急時支援・研修センター  

城里町 総務課  

 

常陸大宮市 安全まちづくり推進課  

常陸太田市 防災対策課  

水戸市 地域安全課  

日立市 消防本部  

日立市 生活安全課  

ひたちなか西警察署 警備課  

三菱マテリアル㈱ｴﾈﾙｷﾞｰ事業ｾﾝﾀｰ 那珂ｴﾈﾙｷﾞｰ開発研究所  

ひたちなか市 生活安全課  

茨城県 生活環境部 防災・危機管理局 原子力安全対策課  

原子力規制委員会 原子力規制庁 原子力災害警戒本部  

 原子力規制委員会 原子力規制庁 原子力災害対策本部 * 

 

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀ （ー現地事故対策連絡会議又は原子力災害合同対策会議）* 

茨城県災害対策本部 * 

東海村原子力災害対策本部 * 

那珂市原子力災害対策本部 * 

原子力規制委員会  原子力規制庁  原子力災害対策･核物質防護課  

 

内閣府 政策統括官（原子力防災担当）付参事官（総括担当）付  
18:15～ 9:30、土曜日、日曜日、祝祭日は宿日直室  

ニュークリア・デベロップメント㈱  

 

消防庁 予防課特殊災害室  

18:15～ 9:30、土曜日、日曜日、祝祭日は宿日直室  

事業所対策本部 

連絡責任者 
17:45～ 9:30、土曜日、日曜日、祝祭日  

文部科学省 非常災害対策センター  

経済産業省 関東経済産業局 総務企画部 総務課  

 

内閣府 原子力災害対策担当室  

 

原子力規制委員会 原子力規制庁  ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ内  茨城地方放射線
モニタリング対策官事務室  



4／4 

三菱原子燃料(株) 

三菱原子燃料㈱ 原子力事業者防災業務計画の読替処置に係る新旧対照表                             H28.3.7 

読替処置前 読替処置後 

別図第 3 「原子力災害対策特別措置法第 10 条第 1 項の通報後の連絡経路」（２／２） 

（2）事業所外運搬での事象発生時の連絡経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：原子力災害対策特別措置法第 25 条第 2 項に基づく応急措置の通報先 
：ファクシミリによる送信 
：電話による連絡 

＊  ：災害対策本部等が設置されている場合に限る 

 

別図第 3 「原子力災害対策特別措置法第 10 条第 1 項の通報後の連絡経路」（２／２） 

（2）事業所外運搬での事象発生時の連絡経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：原子力災害対策特別措置法第 25 条第 2 項に基づく応急措置の通報先 
：ファクシミリによる送信 
：電話による連絡 

＊  ：災害対策本部等が設置されている場合に限る 

 

 

 

内閣官房 内閣情報調査室 内閣情報集約センター  

内閣官房 内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当）付  

文部科学省 原子力災害警戒（対策）本部  

原子力規制庁 東海・大洗原子力規制事務所  

 

原子力規制委員会 原子力規制庁  ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ内防災専門官事務室  

 

原子力規制委員会 原子力規制庁 原子力災害警戒本部  

 

経済産業省 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁 原子力立地・核燃料ｻｲｸﾙ産業課  

 

国土交通省 大臣官房参事官（運輸安全防災）付  

国土交通省 自動車局 環境政策課（陸上輸送時）  

国土交通省 海事局 検査測度課（海上輸送時） 

茨城海上保安部   警備救難課  

事象発生場所を管轄する都道府県知事  

事象発生場所を管轄する都道府県警察本部  

事象発生場所を管轄する労働基準監督署  

事象発生場所を管轄する都道府県災害対策本部 * 

事象発生場所を管轄する市町村長  

事象発生場所を管轄する市町村災害対策本部 * 

事象発生場所を管轄する消防署  

事象発生場所を管轄する警察署  

原子力緊急時支援・研修センター  

㈱グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン  

原子燃料工業株式会社  

三菱マテリアル㈱ｴﾈﾙｷﾞｰ事業ｾﾝﾀｰ 那珂ｴﾈﾙｷﾞｰ開発研究所  

原子力規制委員会  原子力規制庁  原子力災害対策･核物質防護課  

 

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀ （ー現地事故対策連絡会議又は原子力災害合同対策会議）* 

原子力規制委員会 原子力規制庁 原子力災害対策本部 * 

 

事象発生場所を管轄する海上保安部 

ニュークリア・デベロップメント㈱  

 

経済産業省 関東経済産業局 総務企画部 総務課  

 

18:15～ 9:30、土曜日、日曜日、祝祭日は宿日直室  

内閣府 政策統括官（原子力防災担当）付参事官（総括担当）付  

事業所対策本部 

連絡責任者 

17:45～ 9:30、土曜日、日曜日、祝祭日  

文部科学省 非常災害対策センター  

内閣府 原子力災害対策担当室  

 

 

内閣官房 内閣情報調査室 内閣情報集約センター  

内閣官房 内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当）付  

文部科学省 原子力災害警戒（対策）本部  

原子力規制庁 東海・大洗原子力規制事務所  
 

原子力規制委員会 原子力規制庁  ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ内防災専門官事務室  
 

原子力規制委員会 原子力規制庁 原子力災害警戒本部  
 

経済産業省 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁 原子力立地・核燃料ｻｲｸﾙ産業課  
 

国土交通省 大臣官房参事官（運輸安全防災）付  

国土交通省 自動車局 環境政策課（陸上輸送時）  

国土交通省 海事局 検査測度課（海上輸送時） 

茨城海上保安部   警備救難課  

事象発生場所を管轄する都道府県知事  

事象発生場所を管轄する都道府県警察本部  

事象発生場所を管轄する労働基準監督署  

事象発生場所を管轄する都道府県災害対策本部 * 

事象発生場所を管轄する市町村長  

事象発生場所を管轄する市町村災害対策本部 * 

事象発生場所を管轄する消防署  

事象発生場所を管轄する警察署  

原子力緊急時支援・研修センター  

㈱グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン  

原子燃料工業株式会社  

三菱マテリアル㈱ｴﾈﾙｷﾞｰ事業ｾﾝﾀｰ 那珂ｴﾈﾙｷﾞｰ開発研究所  

原子力規制委員会  原子力規制庁  原子力災害対策･核物質防護課  
 

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀ （ー現地事故対策連絡会議又は原子力災害合同対策会議）* 

原子力規制委員会 原子力規制庁 原子力災害対策本部 * 
 

事象発生場所を管轄する海上保安部 

ニュークリア・デベロップメント㈱  
 

経済産業省 関東経済産業局 総務企画部 総務課  
 

18:15～ 9:30、土曜日、日曜日、祝祭日は宿日直室  

内閣府 政策統括官（原子力防災担当）付参事官（総括担当）付  

事業所対策本部 

連絡責任者 
17:45～ 9:30、土曜日、日曜日、祝祭日  

文部科学省 非常災害対策センター  

内閣府 原子力災害対策担当室  
 

原子力規制委員会 原子力規制庁  ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ内  茨城地方放射線
モニタリング対策官事務室  


